
｢医療資源を重点的に活用する外来｣の類型・範囲について【論点①】

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣の類型・範囲について、どのように考えるか。

○ 検討会では、｢医療資源を重点的に活用する外来｣の医療内容の大枠を議論し、具体的な医療内容の詳
細は、引き続き、専門家等の入ったワーキンググループなどで検討していくこととしてはどうか。

○ 以下の類型は、今回の議論のために、仮に設定したもの。

類型① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来

例えば、次のいずれかに該当する入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来を、
類型①に該当する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものとしてはどうか。
（例：がんの手術のために入院する患者が、術前の説明・検査や、術後のフォローアップを外来で受ける場合など）

 Ｋコード（手術）を算定
 Ｊコード（処置）のうちＤＰＣ入院で出来高算定できるもの（※１）を算定

※１： 6000㎠以上の熱傷処置、4時間未満の慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの
 Ｌコード（麻酔）を算定
 ＤＰＣ算定病床の入院料区分
 短期滞在手術等基本料２、３を算定

類型② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来

例えば、次のいずれかに該当する外来を、類型②に該当する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものと
してはどうか。

 外来化学療法加算を算定
 外来放射線治療加算を算定
 短期滞在手術等基本料１を算定
 Ｄコード（検査）、Ｅコード（画像診断）、Ｊコード（処置）のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの（※

２）を算定
※２：：脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

 Ｋコード（手術）を算定
 Ｎコード（病理）を算定

類型③ 特定の領域に特化した知見を有する医師・医療人材を必要とする外来

例えば、次のいずれかに該当する外来を、類型③に該当する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものと
してはどうか。

 ウイルス疾患指導料を算定
 難病外来指導管理料を算定
 診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来 9

第19回医療計画の見直しに関す
る検討会（令和２年３月13日）
資料１（一部修正）


